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２００１年（平成１３年）の二つの事故

明石市民夏まつり事故

大蔵海岸砂浜陥没事故

日時：７月２１日 20時45分～50分頃
場所：朝霧歩道橋
内容：花火会場に向かう観客と帰路に

ついた観客によって群衆雪崩が
発生(11名の死者、247名の負傷者)

日時：12月30日 12時50分頃
場所：大蔵海岸砂浜
内容：4歳の女児がいた砂浜が陥没、意識

不明の重体救急搬送。女児は翌年
5月26日に亡くなられた。

事故の教訓の継承と再発防止

市民安全の日（７月21日）を制定

毎年、職員研修を実施

全イベントの安全対策計画の検証

施設の一斉点検（７月、１２月）

市民救命士講習の実施

ＡＥＤの設置・管理



市長室

総合安全対策室
関係部署

事案発生

警備員室

関係部署

担当部署が重複したり、
不確かなこともある

（例えば）
・道路の陥没 ・船の事故（油漏れ）
・公園で子どもが怪我 ・水路への転落
・水道管が破裂 ・イベント中に怪我

緊 急 連 絡 電 話

２４時間３６５日

消 防

広報課

緊急連絡体制の確立

大きく構えて小
さ く 収 め る
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市民安全の日（７月２１日）の制定

事故の教訓を風化させることなく、事故の再発防止と職員の安全意識の継承を目的に
「市民安全の日（７月２１日）」に合わせて、毎年、職員研修等を実施。

２０２５年

２０２１年

２０１６年

２０１３年

２０１１年

２０２４年

１０年

１２年

１５年

２０年

２３年

２４年

１/４

５割

６割

入庁５年目までの若手職員への研修の開始
パネル展の開始

大蔵海岸でご遺族から講話
副市長による訓示

新規採用職員への研修
全職員へＰＣで動画研修を実施

日航機墜落事故遺族 美谷島さんによる管理・監
督職及び市民参加の研修（アスピア子午線ホール）

新人研修 大蔵海岸での研修
パネル展（あかし市民広場）

年 事故から
事故後の職員

の割合 取り組み内容

安全・安心啓発コーナー設置（防災センター）
安全・安心の誓い（大蔵海岸・全管理職参加）
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市民安全の日（７月２１日）の制定
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施設の一斉点検（毎年７月と１２月に実施）

（２０２５年７月点検の結果）
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全イベントの安全対策計画の検証

① 市が主催するイベントは担当課が全て安全対策計画を策定

② ３週間前までに安全対策計画を総合安全対策室に提出し、事前協議

③ 総合安全対策室から改善すべき事項を指示・指摘

④ 担当課が安全対策計画を改正

⑤ イベントの実施

⑥ イベントの実施後、総合安全対策室に報告書を提出

⑦ 総合安全対策室で事後検証を行い、来年に向けた改善点などを意見

年 検証数

2022 43

2023 63

2024 79
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市民救命士講習の実施

市民等がケガや急病により応急処置を必要とする事態が発生した場合に備え、適切に
対応できる職員を市民救命士として養成することを目的に、２００４年から例年実施

2024 217人

2023 279人

2022 287人

年 受講者

２年～３年で繰り返し受
講することで、知識と技
術を維持する
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ＡＥＤの設置・管理

設置場所：市役所、市民センター、図書館、
小中学校、中央体育館など

市施設に１６８台を設置

日本光電 ３１５０に統一

・カラーディスプレイが内蔵され、イラストと
音声案内で誰でも操作方法がわかる

・遠隔操作でバッテリーやパッドを管理
・保証期間８年

いつでも使える状態にしていくおくことが大切

日常管理が大事
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名称は「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の
確保に関する法律」

武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国
民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救
援・武力攻撃災害への対処等の措置を規定

市町村の実施する国民の保護のための措置（国民保護法第16条）

１ 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関す
る処置

２ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する処置
３ 避難の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の
武力攻撃災害への対処に関する措置

４ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置
５ 武力攻撃災害の復旧に関する措置

国民保護法とは

12

国民保護のための措置



武
力
攻
撃
事
態

着上陸侵攻

ゲリラや特殊部隊による攻撃

弾道ミサイル攻撃

航空攻撃

緊
急
対
処
事
態

危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃

多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃

多数の人を殺傷する特性を有する物資等による攻撃

破壊を手段として交通機関を用いた攻撃

攻撃対象施設等
による分類

攻撃手段による
分類

武力攻撃事態を認定

≒
防衛出動の下令
（武力の行使）

⇒ 明石市において蓋然性の高と思われる事態は、網掛けをした事態
13

国民保護計画が対象とする事態

概 要
事案の影響を政府が判断、事態認定され、緊急対処事態から武力攻撃

事態までの間に国民保護のための措置が取られる。



弾道ミサイル攻撃
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蓋然性の高い事態

発生初期の段階では武力攻撃事態であるとの判断が困難な事態であり、発射され
た段階での攻撃目標の特定が困難で、短時間での着弾が予想される。
着弾前に弾頭（通常爆弾かＮＢＣ弾頭か）の種類が特定できず、弾頭の種類に応

じて被害の様相や対応が大きく異なる。



多数の人が集合する施設等に対する攻撃
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蓋然性の高い事態

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いた攻撃により甚大な被害が生じる事態であり、
爆破による人的被害が発生し、施設が崩壊した場合は被害が甚大となる。
下写真は2024年7月に兵庫県警と市が実施した爆弾テロ対応訓練の状況



国民保護の３つの柱

住民の避難

避難住民等の救援

武力攻撃災害への対処

警報の伝達

避難の実施

収容施設の供与

食品等の提供

医療の提供

消火、救助

警戒区域の設定

退避の指示

16

国民保護のための措置

災害対処時の活動と
は異なり、敵の脅威
がある不安全な状態
が継続した中での活
動となり、市と関係
機関等との連携が求
められる。



住民の避難（警報の発令）

◆ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と連携した防災行政無線等
◆ 緊急速報メール、防災ネットあかし、明石市公式ＬＩＮＥ等の媒体含む、
あらゆる手段

伝達方法
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国民保護のための措置

いざというとき
にしっかり起動
するように毎年
年４回全国瞬時
警報システム
（Ｊ－ＡＬＥＲ
Ｔ）の鳴動訓練
を実施している



国民保護は、市単独での行動は困難で、国・県と連動した対応が不可欠であり、
国民保護計画についても、基本指針や国計画、県計画と合わせた改定が必要。

18

国民保護計画の改定

国民の保護に関する基本指針の一部改正（２０１７年１２月）

① 「避難に当たって配慮するべき事項」の箇所に、
平素からＪアラートによる情報の伝達と弾道ミサイル落下時の行動の周知に努め
ることを明記する。

②「避難施設の指定」の箇所に、
都市部に限らず地下施設等を避難施設に指定するよう配慮 すること及び避難施
設の収容人数を把握し、地域的な偏りなく、より多くの避難施設を指定するよう
配慮することを明記する。

③ 「訓練」の箇所に、
地下への避難訓練や様々な情報伝達手段を用いた訓練等、弾道ミサイルを想定し
た避難訓練の内容を例示として追加する。

兵庫県国民保護計画の改定（２０１８年１２月）

明石市国民保護計画の改定（２０２１年９月）
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明石市新型インフルエンザ等対策行動計画

２ 対策の目的

新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条の規定に基づく市町村行動計画

① 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する

② 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小限となるように取り組む

１ 計画の位置づけ
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新型インフルエンザ等対策行動計画

２００５年１２月

年 取り組み内容

２００６年 １月

２００７年１２月 明石市新型インフルエンザ対策行動計画の制定

２００９年 ４月 新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）（弱毒性）発生

２００９年１２月 明石市新型インフルエンザ対策行動計画を改定

２０１５年 ３月

国新型インフルエンザ対策行動計画の制定

県新型インフルエンザ対策行動計画の制定

明石市が中核市に移行し、保健所設置市となる２０１８年 ４月

新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定

明石市新型インフルエンザ等対策行動計画を改定２０１８年 ５月

２０２０年 １月 新型コロナウイルス感染症の発生

２０１２年 ５月

明石市新型インフルエンザ等対策行動計画を改定

３ これまでの改定
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新型インフルエンザ等対策行動計画

２０２３年 ４月

年 取り組み内容

２０２４年 ６月

２０２５年 ３月 兵庫県新型インフルエンザ対策行動計画の改定

新型インフルエンザ等対策特別措置法の改定

新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定

２０２５年 ８月

年 取り組み内容

２０２５年１２月

２０２６年 ３月 市行動計画の改定

市行動計画の改定作業に着手

学識経験者の意見聴取

２０２６年 ３月 市行動計画改定について知事への報告

２０２６年 ６月 市行動計画改定について市議会への報告・公表

４ 今後の動き
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明石市における新型コロナウイルス感染症への取組

明石市ホームページに掲載

明石市 新型コロナ
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明石市内の犯罪発生状況

25



市内の刑法犯認知件数の推移

26

平成14年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

明石市 11,555 3,387 3,225 3,005 2,796 2,480 2,314 1,812 1,575 1,740 2,114 1,903

11,555

3,387 3,225 3,005 2,796 
2,480 2,314 

1,812 
1,575 1,740 

2,114 1,903 

刑
法
犯
認
知
件
数



県内市町との令和６年中刑法犯総数比較
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12,504 

4,717 
4,031 

3,295 

1,903 1,761 1,559 
884 496 

神戸市 尼崎市 姫路市 西宮市 明石市 加古川 伊丹市 宝塚市 芦屋市

1 2 3 4 5 6 7 8 9



県内市町の人口比較

28

1,490,896 

519,096 
482,154 454,082 

306,505 
254,840 

220,709 194,782 
92,454 

神戸市 姫路市 西宮市 尼崎市 明石市 加古川 宝塚市 伊丹市 芦屋市

1 2 3 4 5 6 7 8 9

令和7年1月1日現在



県内市町との刑法犯人口割比較
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7.1

10.4

8.4
8.0 7.8

6.9 6.8
6.2

5.4

4.0

県全体 尼崎市 神戸市 伊丹市 姫路市 加古川 西宮市 明石市 芦屋市 宝塚市

令和6年 件数/1000人



市内の特殊詐欺の被害状況
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年 件数 被害額

令和４年 ６２件 約６，０００万円

令和５年 ７４件 約２億３，４００万円

令和６年 ６７件 約２億４，１００万円



令和６年の特殊詐欺の手口別内訳

31

手口 件数 被害額

オ レ オ レ 詐 欺 １３件 約１億３，９０１万円

架空料金請求詐欺 ２４件 約５，８０８万円

還 付 金 詐 欺 １６件 約３，２９７万円

預 貯 金 詐 欺 ３件 約１，０４０万円

キャッシュカード詐欺盗 ９件 約７９５万円

融 資 保 証 金 詐 欺 ２件 約１４５万円



市内の令和６年中のＳＮＳ型詐欺の被害状況

32

手口 件数 被害額

Ｓ Ｎ Ｓ 型 投資詐欺 ２４件 約１億３，２５６万円

ＳＮＳ型ロマンス詐欺 １０件 約８，１４７万円



令和６年度 自動録音電話機等購入補助事業

33

①着信前自動警告機能

②自動録音機能

２つの機能で詐欺を撃退



令和６年度 自動録音電話機等購入補助事業

34

固定電話機に １万円
外付け機器に ５千円 を補助

２,０５９件の申請

県内 番目の実績２



市直営の防犯カメラの設置

35

場 所 台 数

駅前広場 ２２台

公 園 ２７台

地下道 １１台

駐輪場 １３台

道 路 １０台

合 計 ８３台

（令和7年4月1日現在）

市では、駅前広場や大規模公園、地下道等の、公共性の高い場所で防犯効果が
見込まれる場所に防犯カメラを設置。

・ネットワーク型
・５００万画素
・セキュリティー対策
・防塵防水機能、耐衝撃性
・保守保証（８年間）
・防犯カメラ作動中の表示

【特 徴】



市直営の防犯カメラの設置計画

36

年度 台 数

６年度 ８３台

（＋１７台）

７年度 １００台

（＋２０台）

８年度 １２０台
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自治会設置の防犯カメラへの補助

市設置 自治会等設置

目的 防犯 + 施設管理+ 捜査協力 防犯 + 地域課題解決+ 捜査協力

場所 公共性の高い場所に限定
（駅前広場、大規模公園、駐
輪場等）

地域の合意により、地域に密着し
た場所に設置（通り抜け道路、ゴ
ミステーション、小規模公園な
ど）

台数等 現在８３台
→令和８年度に１２０台

現在約１６０台が稼働

兵庫県が平成22年度から令和４年度まで、自治会等が防犯カメラを設置する場合に補
助金を交付。令和５年度から県の直接補助が市への間接補助になったことから、令和
６年度より、自治会設置の防犯カメラに市補助制度を新設。

市設置の防犯カメラと自治会設置の防犯カメラの関係



自治会が防犯カメラを設置する場合の課題

38

管理について

・個人情報として、厳格な管理が必要
・自治会長が交代しても、適切に引継ぎを行っていく必要有
・いざというときに、録画できていないでは×⇒日常管理
・耐用年数８年から１０年の後の取り扱い

費用について

・カメラやポールの設置費用
・電気代や電柱の占用料などのランニング費用

仕様について

・有効活用するには、一定以上のスペックが必要
・いざというときに警察に容易に提供できる仕様が必要



課題解決のために

39

◎事前説明会の開催
事前説明会を開催し、防犯カメラを設置する場合の注意点や、
必要な仕様について事前に丁寧に説明をしている。

◎設置した自治会に毎年、調査を実施

防犯カメラを設置した自治会には、毎年、管理者に変更がな
いか、設置した防犯カメラが実際に稼働しているか等の調査
を実施するとともに、市も現地で稼働状況等を調査する。

◎補助要件の整備

必要となるスペックを補助要件として設定。また、管理規約
のひな型を示すなど、適切な管理を促している。



補助額について

40

上限：①ポールの新設なし⇒１２０，０００円

（例）総費用１２万⇒ 補助 ８万 自治会負担 ４万
総費用１８万⇒ 補助１２万 自治会負担 ６万

上限：②ポールの新設あり⇒１８０，０００円

（例）総費用１８万⇒ 補助１２万 自治会負担 ６万
総費用２７万⇒ 補助１８万 自治会負担 ９万

補助対象経費の２/３を補助

概算費用

カメラ本体＋設置 １３万円～３２万円（平均１８万円程度）
ポール設置 ３万円～１２万円（平均６万円程度）

（市内の自治会の設置実績より）
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明石市地域防犯施策会議

総合安全対策室が事務局となり、明石警察署、明石防犯協会、教育委員会、地域防犯
アドバイザーで構成する明石市地域防犯施策会議を毎月1回開催し、市内における最
新の犯罪情報を共有し、効果的な対策を協議し、広報あかしや防災行政無線、ホーム
ページ等の各種広報媒体による市民への啓発や防犯活動に活かしている。



さまざまな手段での広報
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広報あかし（特集） 広報あかし（防犯情報・毎月１日号）

防災行政無線 市作成のポスター

自治会回覧

Ｘ

市ホームページ

Facebook

明石市公式LINE

防災ネットあかし デジタルサイネージ

青色防犯パトロール車
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青色防犯パトロール車
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警察と連携した防犯キャンペーン



45

明石市、明石警察署、市内金融機関連絡会議
令和７年７月１日に、全国初の取り組みとして、特殊詐欺等の被害を防止するため、
明石市、明石警察署と市内のすべての金融機関が参加する連絡会議を設立。市内の特
殊詐欺の事例や各機関の取り組みなどを情報共有するとともに、市民への啓発、広報
活動、合同キャンペーンなどを連携して実施していく予定。
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防犯出前講座


